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今冬の節電対策について 

 

今冬の大阪府の節電対策については、節電対策ＰＴメンバーに意見照会させていただいた結果、下記の

とおり決定しましたのでお知らせします。 

各部局及び議会、各行政委員会におかれましては、府民・事業者に節電を呼びかけるとともに、府庁冬

の節電実行方針に基づき、積極的に節電に取り組んでいただきますようお願いします。 

 

記 

 

１ 府民・事業者への今冬の節電の呼びかけについて 

○期間：平成２７年１２月１日（火）～平成２８年３月３１日（木）の平日 

（年末年始１２月２９日～１月３日を除く） 

○時間：９：００～２１：００ 

○内容：昨冬同様（平成２２年度冬比９％減）の節電の着実な実施 

・ エアコンの適切な温度設定（家庭20℃、業務系19℃）やこまめな消灯、パソコン等OA機器の省

エネ設定など、無理のない節電を実施していただくことで、昨冬と同様の節電が実施できます。 

○留意事項 

[家庭] 

・ 高齢者や乳幼児、体調が悪い方のおられるご家庭には、健康上支障のない範囲での節電をお願いします。 

[産業・業務] 

・ 産業活動や病院、福祉施設、鉄道などのライフライン機能、都市機能等の維持に支障を生じない範囲での協

力をお願いします。 

 

２．取組内容：①広報活動 

・関西広域連合と連携し、節電効果等を分かりやすく示した節電チラシの作成・配布 

・大阪府ホームページ「節電ポータルサイト」による情報提供 

・メールマガジンによる呼びかけ 

②事業者への呼びかけ 

・節電の協力依頼（大規模事業者） 

・商工会議所や商工会と連携し、節電の協力依頼（中小事業者） 

     ③庁内の率先行動（平成22年度冬比10％削減を目標） 

・「平成27年度大阪府庁冬の節電実行方針」を策定し、節電を推進 

 

以上、取組内容の詳細は別添をご参照ください。  
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